
Ｑ4.ごみを東総地区クリーンセンターに直接持ち込みたいのですが指定袋に入れないといけませんか？

 Ａ. 直接搬入の場合は指定袋にかかわらず、重さで料金が掛かります。
　　（料金は家庭系ごみ、10kgごとに100円、事業系ごみ、10kgごとに２00円）
　　※指定袋に入れずに搬入する場合も、ごみは分別した状態でお持ち込みください。

Ｑ5.最近銚子市、旭市、匝瑳市に引越しをしました。
　　近所にごみステーションがあったのでそちらを使用してもよいですか？

 Ａ. ごみステーションのごみの収集は市が行っていますが、管理は自治会などの近隣住民（アパート等は管理会社）
　　にお願いしています。
　　また道路を挟んで地区が変わってしまう場合もありますので、ごみステーションを使用する前に必ず近隣住民
　　や管理会社に相談・確認をお願いします。

Q6.私の地区は、いつも10時頃ごみステーションに収集に来るのでその時間に出してもよいですか？

 A. ごみの量や天候・交通状況などにより、収集の時間は日によって異なります。
　   収集時間は一定ではなく、遅くなったり早くなったりする場合がありますが、
      収集後にごみを出されても再度回収に伺うことはできません。
　   全ての地域において朝8時までにごみを出していただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

Ｑ7.ごみステーションが遠くて困まっているのですが近くに設置することは可能ですか？

 Ａ. ごみステーションは、原則10世帯集まれば申請可能ですが、ごみの収集はパッカー車やダンプで行うため
　　事故の危険性を考慮し、設置を許可できないところもあります。
　　ごみステーションの設置を考えている場合は、事前に必ずご相談ください。
　　設置可能となった場合は、ごみステーションの管理者を1名決めていただき、収集の申請書を提出してください。
　   また、ごみステーションの使用にあたっては管理者はもちろん、そのごみステーションを使用している方 全員で
　　協力して適正な管理をお願いします。

Q8.飼い犬が亡くなったのですが東総地区クリーンセンター等に持ち込みは可能ですか？

 A. 飼い犬・飼い猫を東総地区クリーンセンター及び各中継施設へ持ち込むことは可能です。
　  持ち込む際にはダンボールに入れてください。手数料は１頭（匹）５００円です。
　  ただし、火葬とは異なりあくまで焼却扱いとなるため、骨の引き取り等はできませんのでご注意ください。

Q3.ごみの出し方を調べたら粗大ごみとなっていました。
　　車がないため、自分で直接運ぶことが出来ないのですがどうしたらよいですか？

 Ａ. 粗大ごみや引越し等で一時的に多量のごみが出た場合に、自身で東総地区クリーンセンター等へ持ち込む（直接搬
　　入）ことができないときは市で許可をしている「一般廃棄物収集運搬許可業者」へ直接依頼をしてください。
　　この場合、ごみの処理料金のほかに収集運搬料が別途掛かります。（料金については業者によって異なりますので、
　　ご確認ください）
　　許可を業者の一覧は、各市のホームページ内に掲載しています。
　　ホームページでの確認が難しい場合は、市役所環境担当課までお問い合わせください。

Ｑ1.祝日はごみステーションの収集を行っていますか？

 Ａ. 基本的に祝日でも通常の回収曜日どおり収集しています。
　   ただし、年末年始（12月31日～1月3日）は収集しません。
      直接搬入は１２月２８日までです。（ごみ・資源の収集カレンダーを必ず確認してください）

Ｑ2.指定ごみ袋はどこに売っていますか？　またそれぞれの値段はいくらになりますか？

 Ａ. 指定ごみ袋については、スーパーやコンビニ、商店などで販売しています。
 　  袋は10枚入りで、値段は普通ごみ（大）4５0円、普通ごみ（小）２００円、
　　資源ごみ（大）200円、（小）100円です。
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Ｑ12.未使用の消火器はどのように処分したらよいですか？

 Ａ. 未使用及び中身の入った消火器は、市では処分できません。
      (株)消火器リサイクル推進センターもしくは特定窓口へご相談ください。
　　また「耐用年数」を過ぎていたり、錆びや腐食、大きなキズや変形箇所がある場合にも点検または
　　廃棄（リサイクル）をおすすめいたしますので下記へお問い合わせください。
　　なお、処分及び点検は有料になります。
　　※店舗により、買い替えで取引する場合がありますので、販売店などにお問い合わせください。
　
　　(株)消火器リサイクル推進センター　　　　　※詳しくは各市役所環境担当課にお問い合わせください。
　　ホームページ：http://www.ferpc.jp/　　　銚子市0479-24-8764　旭市0479-62-5328
　　TEL：03-5829-6773　　　　　　　　　匝瑳市0479-73-0088

Ｑ9.家電リサイクル法対象品目となっている家電はどのような家電ですか？
　　またそれらはどのように処分すればよいですか？

 Ａ. テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は家電リサイクル法の対象品目です。
　　これらはごみステーションに出すことはできません。
　　不要となった際は、購入した販売店もしくは買替えの際に販売店へ引取りを依頼してください。
　　料金一覧や、指定取引所の場所等は下記の家電リサイクルセンターのホームページで確認できます。
　　※個人で処分する場合は郵便局でリサイクル料金を支払い、リサイクル券を添付して指定引取り所へ
　　　持ち込んでください。

  　 ※法律によりこれらが確実にリサイクルされるよう、料金の支払い及び適正な引渡しが義務付けられて
　　　いますので、分解等は絶対にしないでください。
　
       家電リサイクル券センター
　　  電話：0120-319-640
 　　 ＨＰ：http://www.rkc.aeha.or.jp

Ｑ10.小型家電リサイクルとは何ですか？　またどのように出せばよいですか？

 Ａ. 携帯やデジカメ等の小型家電には鉄やアルミ、レアメタルなどの有用な金属が含まれているものが
　　あるため、それらの有用な金属を取り出し、再資源化することを目的としたリサイクル方法です。
　　小型家電回収ボックスで無料回収しています。
　　※設置場所
　　　（銚子市）・・銚子市役所、豊里出張所、豊岡出張所、市民センター、イオン銚子店、セイミヤ四日市場店
　　　（旭市）・・・旭市役所本庁舎、海上庁舎、飯岡福祉センター、ひかた市民センター
　　　（匝瑳市）・・匝瑳市役所、野栄総合支所、八日市場ドーム、のさかアリーナ、匝瑳市商工会、
　　　　　　　　　　カインズホームスーパーセンター八日市場店
      ※電池類は取り外し、一緒に投入しないでください。
　
　　ボックス投入口は約15ｃｍ×30ｃｍですので、対象品目でも入らないものは資源（金属）ごみです。
　　※投入口に入る大きさの小型家電であっても、資源（金属）として出すこともできます。
　　　携帯やパソコンなど個人情報を含むものは、自己責任においてデータを事前に削除してください。
　　　また、一度ボックスに投入した小型家電は返却することができませんのでご注意ください。

Ｑ11.家庭で不要になったデスクトップ型パソコンはどのように処分したらよいですか？

 A. デスクトップ型（ディスプレイ含む）のパソコンは市では処分できません。
　　メーカーによる回収・リサイクルが義務づけられていますので、各メーカーへお問い合わせください。
　　メーカーがわからないパソコンは、「パソコン３Ｒ推進センター」へお問い合わせください。

　 【一般社団法人】パソコン３Ｒ推進センター
   　ホームページ：http://www.pc3r.jp/　　TEL：03-5282-7685
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Ｑ18庭にある木の枝を切ったのですが、太さや長さはどのくらいにしたらよいですか？

 Ａ. 【ごみステーションに出す場合】
　　  ごみステーションには、太さ10cmまでで、袋に入る長さに切って、指定袋（普通ごみ）に
　　　入れて出してください。
　　　根を出す場合は、土をよく取り除いてから出しましょう。

　　【東総地区クリーンセンター及び各中継施設へ直接搬入する場合】
　　　太さ15ｃｍ以内かつ長さ200ｃｍ以内にしてください。

Ｑ13.分類が有害ごみとなっている品目はどのように出せばよいですか？

 Ａ. 水銀による環境汚染と健康被害の懸念から水銀が含まれている蛍光管（一部除く）や乾電池は
　　有害ごみとしてステーション収集します。※旭市は「拠点回収」
　　※透明または半透明の袋に入れてごみステーションに出してください。（匝瑳市は資源ごみステーション）
　　※指定袋に入れる必要はありません。
　　※割れてしまった蛍光管・電球は普通ごみとして回収します。
　　※ライターは、中身を必ず使い切ってから出してください。
　　（旭市）回収場所は市役所本庁舎・あさひ市民センター・海上出張所・海上公民館・飯岡出張所・いいおか
　　　　　　ユートピアセンター・ひかた市民センターで専用の回収ボックスにて無料で回収します。
　　　　　　ただし、無料回収の対象となるのは一般家庭から出る有害ごみです。

Ｑ14.資源ごみの日に新聞を出そうとしたら雨が降っていたのですが出してもよいですか？

 Ａ. 雨の日に紙類を出すと、濡れてリサイクルできなくなりますので雨の日は避けてください。
　  次回の収集日に出すようお願いします。

Ｑ15.新聞や雑誌などの資源（紙類）は全部一緒にヒモで束ねて出してもよいのですか？

 Ａ. 新聞・雑誌・紙パック・ダンボールは、それぞれ別にヒモで束ねて出してください。
      その他の紙類（チラシや包装紙）は品目別一覧の備考欄をご確認ください。

Q16.割れたガラスや釘などはそのままの袋に入れてもよいですか？

 Ａ.そのまま袋に入れてしまうと、回収の際に大変危険です。
     新聞紙等に包んでから袋に入れて、他の普通ごみと一緒に出してください。
　　収集する際にわかるように、普通ごみ袋に「ガラス」と表示してください。

Ｑ17.スプレー缶を捨てる際はどのように出せばよいですか？

 Ａ. スプレー缶は必ず中身を使い切ってから穴をあけずに資源（金属）として出してください。
　　 中身が入ったままごみとして出してしまうと、爆発や火災などの危険があります。
　　 また自身で穴をあけようとすると事故の危険がありますので、ガスが抜ける音がしなくなる
　　 まで使い切ってから、穴をあけずに資源（金属）として出してください。
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